
蒲郡市老人日常生活用具給付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ねたきり老人及びひとり暮らし老人の高齢者に対し、日常生

活用具（以下「用具」という。）を給付することにより、日常生活の便宜を図り、

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を維持できるよう支援することを目的と

する。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、蒲郡市とする。 

（給付用具及び対象者等） 

第３条 給付用具及び対象者等は、別表第１に掲げるものとする。 

（給付手続） 

第４条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書（第１号様

式）を市長に提出しなければならない。ただし、用具を購入した後、この制度の

適用を受けることはできない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、用具の給付の要否を調査書

（第２号様式）により審査し、給付を行う必要があると決定した者にあっては、

日常生活用具給付決定通知書（第３号様式）を、給付を行う必要がないと決定し

た者にあっては日常生活用具給付却下決定通知書（第４号様式）を、申請者に交

付するものとする。 

（利用者負担額） 

第５条 用具の給付を受けた者及びこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第２

の日常生活用具給付事業費用負担基準により、別表第１の給付用具の購入等に要

する費用の一部又は全部を負担するものとする。 

２ 利用者負担額は、用具の引渡し時に直接業者に支払うものする。 

（費用請求） 

第６条 用具の納付した業者が市に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購

入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心

者が直接業者に支払った額を控除した額とする。 

（遵守事項） 

第７条  用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはな



らない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返

還させることができるものとする。 

（給付台帳の整備） 

第８条 用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するも

のとする。 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第９条 市長は、この要綱に定める手続については、蒲郡市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例（平成１８年蒲郡市条例第４４号）及び蒲郡市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する規則（平成１８年蒲郡市規則第７１号）の

例により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるほか、日常生活用具給付事業に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、現に貸与されている用具については、蒲郡市老人日常生活

用具給付等事業実施要綱の定めるところにより貸与されたものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成４年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成５年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１０日から施行する。 



２ この要綱施行の際、現に貸与されている用具については、蒲郡市老人日常生活

用具給付等事業実施要綱の定めるところにより貸与されたものとみなす。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

 

 

 

用 具 

 

対 象 者 要    件 

電磁調理器 概ね６５歳以上であっ

て、生活機能低下に伴い

防火等の配慮が必要なひ

とり暮らし世帯等 

１  電磁による調理器であって、

高齢者が容易に使用し得るもの

とする。 

 

２ 給付費用は、４１，０００円以

内とする。 

 

３ 電磁調理器は、原則として市が

推奨する製品で１世帯につき１台

を限度とする。 

火災警報器  概ね６５歳以上であっ

て、住宅防火対策を必要

とするねたきり老人、ひ

とり暮らし世帯 

１ 蒲郡市火災予防条例（昭和４８

年蒲郡市条例第１９号）第３章の

２の規定に基づき設置する住宅用

火災（防災）警報器とする。 

 

２ 給付費用は、１５，５００円以

内とする。 

 

３ 火災警報器の設置は、原則とし

て対象者の寝室に１台とする。た

だし、対象者の寝室が２階にある

場合には、階段にもう１台設置す

ることができる。 



別表第２（第５条関係） 

 

日常生活用具給付事業費用負担基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分   利用者負担額 

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第３０号）による支援給付受給世帯 

０円

Ｂ 生計中心者が前年所得税非課税世帯  ０円

Ｃ 
生計中心者の前年所得税年額が１０，０００

円以下の世帯 
１６，３００円

Ｄ 
生計中心者の前年所得税年額が１０，００１

円以上３０，０００円以下の世帯 
２８，４００円



第１号様式（第４条関係）  

日常生活用具給付申請書  

 

                            年  月  日  

  蒲郡市長       様  

 

                   住 所 

                 氏 名            

                 対象者との続柄（     ）  

 

下記のとおり日常生活用具の給付を申請します。 

記  

(注)火災警報器の設置は、原則として対象者の寝室に１台とします。ただし、対

象者の寝室が２階にある場合には、階段にもう１台設置することができます。 

 

 

 

 

 

対  

象  

者  
 

 

 氏名  
 

 

  
 

 

年  月   日生（ 歳）
 

 

住所 
 

 

                  

 

電話（   ）  
 

 

区 分  
 

 

□ひとり暮らし世帯         □ねたきり老人 

給付を希望する用具 
 

□電磁調理器  □火災警報器（  台）  
 

 

給付を希望する理由 
 

 

 
 

設 置 の 際 の 連 絡 先 

       □対象者以外 

□対象者   氏 名 

        電 話（   ）      
 

 世  

 

 帯  

 

 の  

 

 状  

 

 況  
 

 

氏    名   
 

 

 続  柄  
 

 

 年齢  
 

 

職   業   
 

 

介護の状況等  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

日常生活用具の申請に伴う費用徴収金算定に必要な本人及び扶養義務者に係る公簿等

の閲覧等に関する所定の権限を蒲郡市長に委任します。  

       年   月   日       氏名        ※署名又は記名押印  

 



第２号様式（第４条関係）  

調      査      書  
 

申請受理番号 

 年 月 日 

 

号

年 月  日
 

 

 申請者 

氏  名   
 

 

  

  
 

 

 対象者と 

の続柄  
 

 

 

 
 

 

  

 

対  

 象  

 者  

 

 

 氏    名  
 

 

 
 

 

 住    所  
 

 

 
 

区   分  □ひとり暮らし世帯      □ねたきり老人 

 

  

 世  

  

  

 帯  

 

 

 員  

 

 

 の  

 

 

 状  

 

 

 況  
 

 

  

 氏   名  

  

  
 

 

 年  

  

 齢  

  
 

 

 対象者 

 との  

続柄 

  
 

 

   課  税  状  況  
 

 

 

 備   考  
 
 
 

 

 前年度分市 

 民税均等割 
 

 

 前年度分市 

 民税所得割 
 

 

 前年分 

 所得税 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 世帯区分 

  
 

１ 

被保護世帯等 

又は市民税 

非課税世帯 

２ 

市民税均 

等割課税 

世帯 

３ 

市民税所得 

割課税世帯 

税額    円 

４ 

所得税課税 

世帯 

税額    円 

 

 給付の必要の

有無 
 

 

有  

無   
 

 

 給付する（しない）

理由 
 

 

 

 
 

 

 給付する用具 
 

 

  

  
 

 

 予定  

 価格  
 

 

 

円
 

 

 給付を受ける者等 

 が支払うべき額 
 

 

  

円  
 

 

 市負担 

 予定額 
 

 

 

円
 

 

 その他特記事項 
 

 

 
 

 

        年   月   日      調査員             印  
 

 



第３号様式（第４条関係）  

 

日常生活用具給付決定通知書 

 

                    第     号 

                    年  月  日 

 

           様 

 

               蒲郡市長          印 

 

下記のとおり日常生活用具の給付を決定しましたので、通知し

ます。 

 

記 

 
 

対象者の氏名   
 

 

 
 

 

給付する用具   
 

 

 
 

 

 

納入業者名    

 
 

 

 

 

 
 

 

 価格  

円
 

 

負担すべき額  

円
 

 

 市負担額  

円
 

 

注意事項 

１ 用具は、対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者が、その

能力に応じて費用の一部又は全部を負担することを条件に給付さ

れるものですので負担する額は用具の引き渡しの日に直接業者に

支払ってください。 

２ 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸付又は担保に供したりすることは、固く禁じられています。 

  違反した場合には、費用の一部又は全部を返還することになり

ます。  

 

 

 



第４号様式（第４条関係） 

 

日常生活用具給付却下決定通知書 

 

                      第     号 

                      年  月  日 

 

          様 

 

                蒲郡市長           印 

 

   年 月 日付けで申請がありました日常生活用具の給付に

つきましては、下記の理由により却下することに決定しました

ので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


